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         議 事 の 経 過  

  

第 一 日  平 成 三 十 年 二 月 二 十 八 日      開 会  午 前 九 時 五 十 九 分  

 

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  皆 さ ん お は よ う ご ざ い ま す 。  

  た だ 今 の 出 席 議 員 数 は 、 十 四 名 で あ り ま す 。  

定 足 数 に 達 し て お り ま す の で 、た だ 今 か ら 平 成 三 十 年 第 一 回 藤 崎 町 議 会 定 例 会 を

開 会 い た し ま す 。  

   こ れ か ら 、 本 日 の 会 議 を 開 き ま す 。  

  日 程 第 一 、 会 議 録 署 名 者 の 指 名 を 行 い ま す 。  

会 議 規 則 第 百 二 十 二 条 の 規 定 に よ り 会 議 録 署 名 者 は 、  

一 番   阿  部  祐  己   君   

二 番   五  十  嵐   忍   君  

三 番   奈  良  完  治   君 を 指 名 い た し ま す 。  

日 程 第 二 、 会 期 の 決 定 を 議 題 と い た し ま す 。  

本 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て は 、議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し た の  

で 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 を 求 め ま す 。  

議 会 運 営 委 員 長 、 奈 良 岡 文 英 君 。  

［ 議 会 運 営 委 員 長  奈 良 岡 文 英 君  登 壇 ］  

○ 議 会 運 営 委 員 長 （ 奈 良 岡 文 英 君 ）  

お は よ う ご ざ い ま す 。  

た だ 今 か ら 、 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し た 結 果 を ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  



- 2 - 

去 る 二 月 二 十 六 日 、 午 前 十 時 か ら 役 場 三 階 小 会 議 室 に お い て 、 地 方 自 治 法 第 百 九  

条 第 三 項 第 一 号 の 所 管 事 務 調 査 の た め 、 議 会 運 営 委 員 会 を 開 催 し 、 平 成 三 十 年 第 一  

回 藤 崎 町 議 会 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て 、 各 委 員 の 意 見 を 十 分 尊 重 の う え  

慎 重 に 審 議 い た し ま し た と こ ろ 、 会 期 は 本 日 か ら 三 月 九 日 ま で の 十 日 間 と し 、 会 期  

日 程 に つ い て は 、 お 手 元 に 配 布 し て お り ま す と お り  

二 月 二 十 八 日 は 、 開 会 ・ 会 議 録 署 名 者 指 名 ・ 会 期 の 決 定 ・ 諸 般 の 報 告 ・ 町 長 提 案  

理 由 説 明 、 予 算 特 別 委 員 会 設 置  

三 月 一 日 、 二 日 は 、 議 案 熟 考 の た め 休 会  

三 月 三 日 、 四 日 は 休 日 及 び 日 曜 日 の た め 休 会  

  三 月 五 日 は 、 町 政 に 対 す る 一 般 質 問  

三 月 六 日 は 、 各 常 任 委 員 会 開 催 の た め 休 会  

  三 月 七 日 、 八 日 は 、 予 算 特 別 委 員 会 の た め 休 会  

三 月 九 日 は 、 議 案 審 議 ・ 採 決 ・ 閉 会  

以 上 の よ う に 議 会 運 営 委 員 会 で 決 定 い た し ま し た こ と を ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り い た し ま す 。  

た だ 今 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 が あ り ま し た と お り 、 本 定 例 会 の 会 期 は 本 日 か  

ら 三 月 九 日 ま で の 十 日 間 と し 、 休 会 日 は 、 お 手 元 に 配 付 し て あ り ま す 日 程 表 の と お  

り に し た い と 思 い ま す 。  

こ れ に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

   よ っ て 、 会 期 は 、 本 日 か ら 三 月 九 日 ま で の 十 日 間 に 決 定 い た し ま し た 。  
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○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

日 程 第 三 、 諸 般 の 報 告 を 行 い ま す 。  

議 案 等 の 受 理 事 項 に つ い て は 朗 読 を 省 略 し 、 お 手 元 に 配 布 し て お り ま す 印 刷 物 に  

よ り ご 了 承 願 い ま す 。  

 次 に 、 平 成 三 十 年 二 月 六 日 付 け 、 青 森 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 告 示 第 三 号 で 、  

青 森 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 議 会 議 員 選 挙 に お い て 、 八 戸 市 長  小 林  眞 氏 が 、  

鰺 ヶ 沢 町 長  平 田  衛 氏 が 、青 森 市 議 会 議 長  里 村  誠 悦 氏 が 当 選 の 告 示 を さ れ ま  

し た こ と を ご 報 告 い た し ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  次 に 、 代 表 監 査 委 員 か ら 監 査 報 告 を 求 め ま す 。  

  神  忠 勝  代 表 監 査 委 員 。  

［ 代 表 監 査 委 員  神  忠 勝 君  登 壇 ］  

○ 代 表 監 査 委 員 （ 神 忠 勝 君 ）  

  監 査 報 告 を 申 し 上 げ ま す 。  

  例 月 出 納 検 査 に つ い て は 、 去 る 二 月 二 十 日 、 二 十 一 日 及 び 二 十 二 日 の 三 日 間 に わ  

た り 、 一 月 分 の 各 会 計 の 収 入 ・ 支 出 に つ い て 出 納 関 係 諸 帳 簿 並 び に 支 出 に 関 す る 証  

書 類 等 を 照 合 監 査 い た し ま し た と こ ろ 、 適 正 か つ 正 確 に 処 理 さ れ て お り 異 常 な い も  

の と 認 め ま し た 。 以 上 で あ り ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  監 査 報 告 が 終 わ り ま し た 。  

  こ れ で 諸 般 の 報 告 を 終 わ り ま す 。  

日 程 第 四 、 報 告 第 一 号 及 び 報 告 第 二 号 、 諮 問 第 一 号 及 び 諮 問 第 二 号 、 議 案 第 一 号  

か ら 議 案 第 二 十 一 号 ま で を 一 括 上 程 し 、 町 長 か ら 提 案 理 由 の 説 明 を 求 め ま す 。   

町 長  平 田 博 幸 君 。  
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［ 町 長  平 田 博 幸 君  登 壇 ］  

○ 町 長 （ 平 田 博 幸 君 ）  

  （ 提 案 理 由 の 説 明  別 紙 の と お り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

日 程 第 五 、 予 算 特 別 委 員 会 設 置 の 件 を 議 題 と い た し ま す 。  

  お 諮 り い た し ま す 。  

  本 定 例 会 は 、 平 成 三 十 年 度 の 各 会 計 予 算 案 が 提 案 さ れ て お り ま す の で 、 議 員 全 員  

の 委 員 を も っ て 構 成 す る 予 算 特 別 委 員 会 を 設 置 し 、議 案 第 十 六 号 か ら 議 案 第 二 十 一  

号 ま で を そ れ に 付 託 の う え 審 査 す る こ と に い た し た い と 思 い ま す 。  

こ れ に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  異 議 な し と 認 め ま す 。  

  よ っ て 、 本 件 に つ い て は 、 議 員 全 員 の 委 員 を も っ て 構 成 す る 予 算 特 別 委 員 会 を 設  

置 し 、議 案 第 十 六 号 か ら 議 案 第 二 十 一 号 ま で を そ れ に 付 託 の う え 審 査 す る こ と に 決  

定 い た し ま し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  こ れ を も っ て 、 本 日 の 日 程 は 終 了 い た し ま し た 。  

  本 日 は 、 こ れ に て 散 会 い た し ま す 。  

  ご 苦 労 様 で し た 。  

                     

散 会  午 前 十 時 三 十 八 分  


